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三八地域から異動してきた中村です。青森市での勤務は何度もありますが、東青の農業普
及振興室は初めてですので、今年一年間よろしくお願いします。
さて、昨年度は、ここ数年の天候と同様に夏場の極端な高温と少雨により、果樹や野菜で

は収量や品質の低下など大きな影響が見られました。また２年連続の大豪雪によるりんごの
樹体損傷やパイプハウス等施設倒壊など、被害を受けられた生産者の皆様には、大変ご苦労
をされていることと思います。
加えて、最近の戦争に伴う石油製品や各種資材価格の高騰のほか、担い手不足などの構造

的な問題も深刻化しており、経営環境は大きく変化しています。
このような諸課題を踏まえ、農業普及振興室では毎年作成している普及指導計画に基づき、

当地域の農業振興に向けて取り組んで参ります。
具体的には、以下４つの重点計画

１ 「青天の霹靂」「はれわたり」の高品質安定生産

２ トマト指定産地の生産力向上

３ 青森市における新規就農者の栽培技術・経営力向上による所得向上

４ 晩播狭畦栽培導入による大豆生産者の所得向上

と、各作物ごとの生産指導･担い手育成･農山漁村地域の活性化･女性起業への活動支援･経
営指導等の一般計画に基づき普及活動を行っていきます。
このほか、気象災害や鳥獣害等への対策、補助事業の対応等も含めて、安定した農業所得

の確保と地域農業の活性化に向けた取組を支援してまいりますので、ご協力をよろしくお願
いいたします。

農業普及振興室長 中村 雄二

水稲現地検討会 トマト現地検討会



新ＶｉＣ・ウーマン・農業経営士の紹介

ますおゆきこ

ＶｉＣ・ウーマン 増尾幸子さん（蓬田村）
ＪＡ青森のミニトマト部会とトマト部会東つがる支部に所属し、

地域農業の担い手として積極的に技術の向上に取り組んでいます。
また、蓬田村のＰＲにつながる活動に積極的に協力しているほか、
村内のトマトおよびミニトマトの生産者とともにグループを組んで
農福連携に取り組み、地域ぐるみで労働力不足の解消に努めていま
す。

つしまゆうこ

ＶｉＣ・ウーマン 津島優子さん（蓬田村）
夫が営む夏秋トマトとミニトマトの農業経営に参画し、直売活動

に積極的に携わっています。
平成13年に結成された蓬田トマト加工グループのトマト加工活動

を継承するべく令和５年にグループに加入。現在は代表として加工
技術を継承しながら、イベント販売、販路の拡大など積極的に活動
し、加工グループを牽引しています。

いのまたやすゆき

農業経営士 猪股康行さん（青森市）
トマトの施設栽培を中心に産直野菜に取り組み、地域の土地改良

区の総代等を務め、地域活動にも積極的に取り組んでいます。
日射比例自動かん水システムを導入して省力化を図るとともに、

冬期の葉物野菜を作付けすることで通年雇用を実現、また、障害者
就労施設等の農福連携や、地域の子供たちの収穫体験を受け入れる
など農業への理解を深める活動にも取り組んでいます。

東青地区４Hクラブに入会しませんか？ 会員
募集

【東青地区４Ｈクラブ（東青地区農村青少年クラブ）とは】
東青管内の２０代～４０代の農業青年が連携を取り、生産技術の向上と
親睦を図ることを目的に活動しています。

経営を改善できる！
各自が課題を設定
し、解決方法を探る
プロジェクト活動を
行っています。普及
指導員（県職員）が
アドバイスをします。

農業仲間ができる！
地域の若手農家は
もちろん、県や全国
の交流会や大会があ
り、県内や全国の農
業者とつながれます。

勉強できる！
農業技術、経営、
天気、販売などな
ど。気になること
があれば、ぜひ提
案してください。
みんなで学びま
しょう！

やりたいことをみんなで気楽にやっています。

４Hクラブで
農業仲間をつくろう！

お試し
入会も
大歓迎！

現在、青森市５名、平内町１名、外ヶ浜町１名、蓬田村２名の
会員９名で活動中！興味がある方は農業普及振興室までご連絡ください！



労働安全衛生に関する
教育を実施しましょう

りんご栽培に交信撹乱剤
コンフューザーＲを活用しよう

近年、夏場の高温干ばつの影響で、りんごの重要害虫であるモモシンクイガ
等の卵が産み付けられてから幼虫がふ化するまでの日数が短くなっているほか、
一部の殺虫剤で効力の低下が見られ、害虫防除に苦慮する園地が増えています。
県では、この解決策として交信撹乱剤を活用した地域ぐるみでの総合防除を

推進しており、コンフューザーＲの普及を図るため、「りんごモモシンクイガ
特別防除対策事業」(補助率１／２以内)を実施しています。
この交信撹乱法とは、合成性フェロモンを園地に充満させ、メス・オス間の

交尾率を下げ、害虫密度を抑えて被害を低減させる方法で、農薬残留の心配が
なく、効果が約５ヶ月持続し、複数年継続して使用すると害虫の密度が低下し
て、殺虫剤の使用回数の削減につながるなどの特徴があります。
今後も温暖化の影響で高温年となる可能性が高

まっています。コンフューザーＲの設置によって
重要害虫の発生密度を低下させ、殺虫剤の散布回
数を増やすことなく温暖化に対応した病害虫防除
を実践しましょう。

令和６年４月１日より、事業者は労働者を雇い入れたときは、
その従事する業務に関する安全・衛生のための教育の実施が義務化されま
した（労働安全衛生法第59条第１項）。
農林水産省HPに雇用者への教育用リーフレットが掲載されて

いますので、これらを活用して雇入れ時の教育を実施しましょう。

労働者を雇用している事業者の方へ

令和７年６月１日から、労働者を雇用する事業者に対し、労働者
への熱中症対策が義務化されました。
農林水産省HPを参考に、「熱中症対応フロー」を作成し、熱中症

のおそれがある時の連絡体制を確認しましょう。

労働者への熱中症対策が義務化されました

「くまログあおもり」

をご活用ください！

ツキノワグマの目撃情報や人身被害
等の情報をマップ化し、公開・メール
等で配信するシステム「くまログあお
もり」が運用開始されました！

✓新たな出没情報が届く！

✓メールまたは県公式

LINEで受取り可能！

✓情報を受け取りたい

地域を選べる！

農薬を正しく使って、

安全・安心な農作物生産を！

➢ 農薬は作物ごとに使用方法が異なり
ます。必ず使用する農薬のラベルを
確認しましょう。

➢ 前の農薬が残ったまま散布器具を使
用すると、農作物に基準値を超えた
農薬が残留する原因になります。使
用後は散布器具を十分に洗浄して、
使用前にも点検しましょう。

➢ 農薬は隣の作物や住宅、畜舎、蜜蜂
の巣箱などに飛散させないようにし
ましょう。

労働安全衛生法第59条第1項では、事業者は労働
者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、その従
事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行
わなければならないこととされています。農林水産
省HPに掲載されている教育用のリーフレット、事
業者向けテキストを活用し、雇入れ時の教育を実施
しましょう。

令和７年６月１日から労働安全衛生規則が改正され、
労働者への熱中症対策が義務化されました。農林水産省
HPに掲載されている「職場における熱中症防止のための
ガイドライン（農業者向け）」を参考に熱中症対策を行い
ましょう。

熱中症対策
が義務化
されました

コンフューザーＲ


	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3

